
第９回（仮称）はりま新宮小中一貫校開校準備委員会 

－次 第－ 

 

日時 令和７年１２月１６日（火） 

 午後７時から        

場所 新宮総合支所第１会議室  

 

１ 開  会 

 

 

２ 議  事 

 

（１）（仮称）はりま新宮小中一貫校 校章デザイン募集結果について 

 

 

 

（２）校章に採用するデザインの選定について 

 

 

 

 （３）校章デザイン選定に係る今後の予定について 

 

 

 

３ 報告事項 

 

 （１）校歌について 

 

 

 

４ そ の 他 

 

 

５ 閉  会 
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（仮称）はりま新宮小中一貫校校章デザイン募集結果 

 

応募点数  １８０点 

応募人数 

未就学児 １人 

小学生 ４０人 

中学生 ７人 

高校生   １０６人 

一般    １９人 

計   １７３人 

 



 

 

 

校章デザイン選定に係る今後の予定について 

 

 

・次回（第１０回）開校準備委員会において、候補作品の中から校章に採用する 

作品を決定 

・校章に決定した作品を最優秀作品、５点程度を優秀作品とする。 

 

 

 

 

・校章に採用する作品のデザイン及び配色を専門業者により補正 

 

 

 

 

  ・補正後の校章デザインを委員長、副委員長が確認し、デザイン確定 

・確定後デザインを各委員に送付 

 

 

 

 

・校章デザインの決定について記者発表 

  ・受賞されたデザインの応募者を表彰 

 



 

 

 

校歌について 

 

 （仮称）はりま新宮小中一貫校の校歌については、次の（１）～（３）のいずれかとする。 

 

（１）現在の新宮中学校の校歌を使用する。 

 

（２）新たに小中一貫校の校歌を作成する。 

 

（３）小学校は新たに校歌を作成し、中学校は現在の新宮中学校の校歌を使用する。 

 

 

 

新宮中学校校歌に４番、５番を加えることについて 

 

法律相談内容 

現新宮中学校の校歌（３番まで）に４番、５番として新たに歌詞を加える改変につ

いて、著作権法における著作権の侵害に該当するか。 

弁護士回答 

まず、今回の改変は、現在３番まである校歌に４番、５番を加えるという改変であ

り、一時のものではなく、将来的に続いていく改変である。 

また、どうしてもこれを加えなければいけないという理由も無い。 

著作権法第２７条の規定では、著作者は、著作物を翻案する権利を専有するとして

いる。専有という点から、基本的には著作者以外がその著作物を改変することはでき

ない。著作者以外がどうしても改変しないといけない場合は、相当の理由が必要とな

る。著作者である作詞・作曲者からすると、この作品は、３番までで完結しているので

あって、後から加えたり引いたりすることはできない。これが著作権の考え方である。 

よって、現在の校歌に新たに４番、５番を加えることは、著作権法第２０条第２項に

規定する「やむを得ないと認められる改変」には当たらず、また、第２７条に規定する

「著作者の翻案権の専有」にも反するため、著作権の侵害に該当する。 

 


